
◎公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整

備に関する法律 
（平成一五年六月一一日法律第七六号）   

一、提案理由（平成一五年四月二四日・参議院経済産業委員会） 

○国務大臣（平沼赳夫君） 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律

の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 政府におきましては、国から公益法人等が指定、認定等を受けて行っている検査、検

定等の事務及び事業について、官民の役割分担及び規制改革の観点からの見直しを行う

ため、平成十四年三月に公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣議決

定したところであります。 

 今般、この計画の実施の一環として、経済産業省関係の九法律について、経済産業大

臣がこれらの事務及び事業を行わせる者を指定し、又は認定する制度から、法律で定め

る一定の要件に適合し、かつ、行政の裁量の余地のない形で登録を受けた者がこれを行

う制度へと改める等の措置を講じることを目的として、この法律案を提出することとし

た次第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、消費生活用製品安全法等の八法律に基づく十の事務事業について、当該事務

を行わせる者を国が指定し、又は認定する等の現行制度から、法律で定める一定の要件

に適合するものとして、行政の裁量余地のない形で登録を受けた者がこれを実施する制

度に改めることとしております。 

 第二に、火薬類取締法における火薬類製造保安責任者等の免状交付事務について、事

務の委託先に係る規定を明確化することとしております。 

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 

 以上であります。 

二、参議院経済産業委員長報告（平成一五年五月九日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、経済産業省が所管する消費生活用

製品安全法等の九法律に基づく検査、登録等の事務事業について、指定・認定制度を登

録制度に改める等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、営利法人の参入促進と製品等の安全性の確保、公益法人に対

する優遇措置の是正等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して緒方委員より反対す

る旨の意見が述べられました。 



 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院経済産業委員長報告（平成一五年六月三日） 

○村田吉隆君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、経済産業省関係の九法律において、公益法人等が行っている検査、検定等の

事務事業について、官民の役割分担及び規制改革の観点から、国により登録された公正

中立な第三者機関がこれを行う制度へと改めようとするものであります。 

 本案は、去る五月二十一日平沼経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、同月三十

日質疑を行い、討論の後、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月三〇日） 

 政府は、国と公益法人の関係の透明化・合理化等を図るため、本法施行に当たり、特

に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 公益法人に対して、国が委託費や補助金等の交付を行っている事務・事業について

は、今後とも継続した見直しを行うとともに、やむを得ず公益法人に事務・事業を行

わせる必要が新たに生じた場合には、スクラップ・アンド・ビルド方式等により、可

能な限り増加の抑制に努めること。 

二 引き続き、国の関与を受けて事務・事業を行う公益法人については、主務官庁及び

公益法人の双方において、情報公開の徹底を図り、より一層の透明性、効率性、厳正

性の確保に努めること。 

三 国家公務員の総定員管理制度等を通じ、行政の簡素化・効率化を進める一方で、徒

に公益法人の設立・利用が行われることのないよう、官民の役割分担の明確化を図る

こと。 


